
令和２年(2020年)６月８日

総 務 委 員 会 資 料

企 画 部 財 政 課

（第５２号議案）

中野区事務手数料条例の一部を改正する条例について

コンビニエンスストアにおける証明書交付サービスの拡充、情報通信技術の活用

による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率

化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部

を改正する法律の一部の施行、東京都屋外広告物条例及び建築物のエネルギー消費

性能の向上に関する法律が一部改正されたことに伴い、中野区事務手数料条例を次

のように改正する。

１ 規定整備

（１）別表第１の１の項中「及び印鑑登録証明書」を「、印鑑登録証明書、戸籍の全

部事項証明書、戸籍の個人事項証明書、戸籍の附票の写し、課税証明書及び納税

証明書」に改め、同表７の項に「多機能端末機により申請があつた場合は、２０

０円」、別表第２の２の項に「多機能端末機により申請があつた場合は、３５０円」

を追記する。

（２）別表第１の１５の項を削除する。

（３）別表第２の１３１の項に、「ウ プロジェクションマッピング 面積５平方メ

ートルまでごとにつき３，２２０円（ただし、面積１，０００平方メートルを超

えるものにあつては、６４４，０００円）」を追記する。

（４）別表第３の５の項に建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定の

申請に関する手数料に係る規定を追記する。

２ 施行日

上記１（１） 令和３年１月１８日

上記１（２） 公布の日

上記１（３） 令和２年７月１日

上記１（４） 公布の日

３ 新旧対照表

別紙のとおり
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中野区事務手数料条例新旧対照表

改正案 現行

第１条～第６条 （略） 第１条～第６条 （略）

附 則 （略） 附 則 （略）

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係）

事務件名 単位 事務手数料 備考

１ 住所又は居所に関

する証明

1件 300円

(郵便又は民間事業者による信

書の送達に関する法律(平成14

年法律第99号)第2条第6項に規

定する一般信書便事業者若しく

は同条第9項に規定する特定信

書便事業者による同条第2項に

規定する信書便により申請があ

つた場合は400円、多機能端末機

(中野区の電子計算組織と電気

通信回線により接続された民間

事業者が設置する端末機で、住

民票の写し、印鑑登録証明書、

戸籍の全部事項証明書、戸籍の

個人事項証明書、戸籍の附票の

写し、課税証明書及び納税証明

書を自動的に交付する機能を有

するものをいう。以下同じ。)に

より申請があつた場合は200円)

本籍又は住所を同じ

くする家族の同一事

項に関する証明は、

人数にかかわらず1

通ごとに1件とする。

～ ～ ～～

７ 区税その他諸収入

金に関する証明

１件 300円

（多機能端末機により申請があ

つた場合は、200円）

区税については、1税

目ごとに1件とする。

事務件名 単位 事務手数料 備考

１ 住所又は居所に関

する証明

1件 300円

(郵便又は民間事業者による信

書の送達に関する法律(平成14

年法律第99号)第2条第6項に規

定する一般信書便事業者若しく

は同条第9項に規定する特定信

書便事業者による同条第2項に

規定する信書便により申請があ

つた場合は400円、多機能端末機

(中野区の電子計算組織と電気

通信回線により接続された民間

事業者が設置する端末機で、住

民票の写し及び印鑑登録証明書

を自動的に交付する機能を有す

るものをいう。以下同じ。)によ

り申請があつた場合は200円)

本籍又は住所を同じ

くする家族の同一事

項に関する証明は、人

数にかかわらず1通ご

とに1件とする。

～ ～ ～～

７ 区税その他諸収入

金に関する証明

１件 300円区税については、1税

目ごとに1件とする。

(別紙）
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別表第２（第２条関係） 別表第２（第２条関係）

～ ～ ～～

１４ （略）（略） （略） （略）（略）

１５ 個人番号カード

の再交付

１件 800円

～ ～ ～～

１４ （略） （略） （略） （略）（略）

１５ 通知カードの再

交付

１件 500円

１６ 個人番号カード

の再交付

１件 800円

事務 名称及び額 徴収時期

１ （略） （略） （略）

２ 戸籍法(昭和22年法律第224号)第1

0条第1項、第10条の2第1項から第5

項まで若しくは第126条の規定に基

づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付

又は同法第120条第1項若しくは第12

6条の規定に基づく磁気ディスクを

もつて調製された戸籍に記録されて

いる事項の全部若しくは一部を証明

した書面の交付

戸籍の謄本、抄本又は記録事項

証明書申請手数料 1通につき450

円(多機能端末機により申請があ

つた場合は、350円)

交付のと

き

～ ～ ～ ～

131 東京都屋外広告物条例(昭和24年

東京都条例第100号)第8条、第15条、

第16条若しくは第30条の規定に基づ

く屋外広告物の表示若しくは屋外広

告物を掲出する物件の設置の許可又

は同条例第27条の規定に基づく変更

等の許可の申請に対する審査

屋外広告物許可申請手数料

ア・イ （略）

ウ プロジェクションマッピン

グ 面積5平方メートルまで

ごとにつき3,220円（ただし、

面積1,000平方メートルを超

えるものにあつては、644,00

0円）

エ （略）

オ （略）

許可申請

のとき

事務 名称及び額 徴収時期

１ （略） （略） （略）

２ 戸籍法(昭和22年法律第224号)第1

0条第1項、第10条の2第1項から第5

項まで若しくは第126条の規定に基

づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付

又は同法第120条第1項若しくは第12

6条の規定に基づく磁気ディスクを

もつて調製された戸籍に記録されて

いる事項の全部若しくは一部を証明

した書面の交付

戸籍の謄本、抄本又は記録事項

証明書申請手数料 1通につき450

円

交付のと

き

～ ～ ～ ～

131 東京都屋外広告物条例(昭和24年

東京都条例第100号)第8条、第15条、

第16条若しくは第30条の規定に基づ

く屋外広告物の表示若しくは屋外広

告物を掲出する物件の設置の許可又

は同条例第27条の規定に基づく変更

等の許可の申請に対する審査

屋外広告物許可申請手数料

ア・イ （略）

ウ （略）

エ （略）

許可申請

のとき
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別表第３（第２条関係） 別表第３（第２条関係）

カ （略）

キ （略）

ク （略）

ケ （略）

コ （略）

サ （略）

シ （略）

ス （略）

セ （略）

ソ （略）

タ （略）

チ （略）

オ （略）

カ （略）

キ （略）

ク （略）

ケ （略）

コ （略）

サ （略）

シ （略）

ス （略）

セ （略）

ソ （略）

タ （略）

事務 名称及び額 徴収時

期

１ （略） （略） （略）

～ ～ ～

５ 建築物のエ

ネルギー消費

性能の向上に

関する法律第

36条第2項の

規定に基づく

建築物エネル

ギー消費性能

基準に適合し

ている旨の認

定の申請に対

する審査

建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定申

請手数料

認定申請１件につき、建築物エネルギー消費性能基準に適

合している旨の認定申請手数料の額は、次の⑴及び⑵に掲げ

る区分に応じて、次に掲げる額

認定申

請のと

き

⑴ （略）

⑵ ⑴以

外 の 場

合

ア 一

戸 建

て 住

宅

性能基準（建築物エ

ネルギー消費性能

基準等を定める省

令第1条第1項第2号

イ⑴（ⅰ）及び同号ロ

⑴に定める基準を

当該住宅の

床面積の合

計が200平方

メートル未

満のもの

34,400

円

当該住宅の 38,400

事務 名称及び額 徴収時

期

１ （略） （略） （略）

～ ～ ～

５ 建築物のエ

ネルギー消費

性能の向上に

関する法律第

36条第2項の

規定に基づく

建築物エネル

ギー消費性能

基準に適合し

ている旨の認

定の申請に対

する審査

建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定申

請手数料

認定申請１件につき、建築物エネルギー消費性能基準に適

合している旨の認定申請手数料の額は、次の⑴及び⑵に掲げ

る区分に応じて、次に掲げる額

認定申

請のと

き

⑴ （略）

⑵ ⑴以

外 の 場

合

ア 一

戸 建

て 住

宅

性能基準（建築物エ

ネルギー消費性能

基準等を定める省

令第1条第1項第2号

イ⑴及び同号ロ⑴

に定める基準をい

当該住宅の

床面積の合

計が200平方

メートル未

満のもの

34,400

円

当該住宅の 38,400
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いう。）による場合床面積の合

計が200平方

メートル以

上のもの

円

モデル住宅法（建築

物エネルギー消費

性能基準等を定め

る省令第1条第1項

第2号イ⑵（ⅰ）及び

同号ロ⑵に定める

基準をいう。）によ

る場合

当該住宅の

床面積の合

計が200平方

メートル未

満のもの

17,700

円

当該住宅の

床面積の合

計が200平方

メートル以

上のもの

19,100

円

仕様基準（建築物エ

ネルギー消費性能

基準等を定める省

令第1条第1項第2号

イ⑶及び同号ロ⑶

に定める基準をい

う。以下この表にお

いて同じ。）による

場合

当該住宅の

床面積の合

計が200平方

メートル未

満のもの

17,700

円

当該住宅の

床面積の合

計が200平方

メートル以

上のもの

19,100

円

イ ア

以 外

の 建

築物

住 宅

部分

性能基準（建

築物エネル

ギー消費性

能基準等を

定める省令

第1条第1項

当該部分の

床面積の合

計が300平方

メートル未

満のもの

69,100

円

当該部分の 116,000

う。）による場合 床面積の合

計が200平方

メートル以

上のもの

円

仕様基準（建築物エ

ネルギー消費性能

基準等を定める省

令第1条第1項第2号

イ⑵及び同号ロ⑵

に定める基準をい

う。以下この項にお

いて同じ。）による

場合

当該住宅の

床面積の合

計が200平方

メートル未

満のもの

17,700

円

当該住宅の

床面積の合

計が200平方

メートル以

上のもの

19,100

円

イ ア

以 外

の 建

築物

住 宅

部分

性能基準(建

築物エネル

ギー消費性

能基準等を

定める省令

第1条第1項

当該部分の

床面積の合

計が300平方

メートル未

満のもの

69,100

円

当該部分の 116,000
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第2号イ⑴（ⅰ）

若しくは（ⅱ）

及び同号ロ

⑴又は同項

第3号に定め

る基準をい

う。以下この

表において

同じ。）によ

る場合

床面積の合

計が300平方

メートル以

上2,000平方

メートル未

満のもの

円

当該部分の

床面積の合

計が2,000平

方メートル

以上5,000平

方メートル

未満のもの

196,000

円

当該部分の

床面積の合

計が5,000平

方メートル

以上のもの

281,000

円

フロア入力

法（建築物エ

ネルギー消

費性能基準

等を定める

省令第1条第

1項第2号イ

⑵（ⅱ）及び同

号ロ⑵に定

める基準を

いう。以下こ

の表におい

当該部分の

床面積の合

計が300平方

メートル未

満のもの

33,100

円

当該部分の

床面積の合

計が300平方

メートル以

上2,000平方

メートル未

満のもの

58,000

円

第2号イ⑴及

び同号ロ⑴

又は同項第3

号に定める

基 準 を い

う。)による

場合

床面積の合

計が300平方

メートル以

上2,000平方

メートル未

満のもの

円

当該部分の

床面積の合

計が2,000平

方メートル

以上5,000平

方メートル

未満のもの

196,000

円

当該部分の

床面積の合

計が5,000平

方メートル

以上のもの

281,000

円
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備考 備考

１ 建築物エネルギー消費性能向上計画に建築物のエネルギー消費性能の

向上に関する法律第２９条第３項各号に掲げる事項が記載されている場

合の他の建築物（同項に規定する他の建築物をいう。以下この表におい

て同じ。）における建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料につい

て、当該建築物エネルギー消費性能向上計画の認定及び当該他の建築物

における建築物エネルギー消費性能適合性判定を同様の評価の方法によ

り行う場合の手数料の額は、この表の１の項⑴の規定により算出した額

とする。

て同じ。）に

よる場合

当該部分の

床面積の合

計が2,000平

方メートル

以上5,000平

方メートル

未満のもの

104,000

円

当該部分の

床面積の合

計が5,000平

方メートル

以上のもの

157,000

円

仕様基準に

よる場合

（略） （略）

（略） （略）

（略） （略）

（略） （略）

非 住

宅 部

分

（略） （略） （略）

６ （略） （略） （略）

仕様基準に

よる場合

（略） （略）

（略） （略）

（略） （略）

（略） （略）

非 住

宅 部

分

（略） （略） （略）

６ （略） （略） （略）
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２ 建築物エネルギー消費性能向上計画に建築物のエネルギー消費性能の

向上に関する法律第２９条第３項各号に掲げる事項が記載されている場

合の当該建築物エネルギー消費性能向上計画の変更に係る他の建築物に

おける建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギ

ー消費性能適合性判定手数料について、当該建築物エネルギー消費性能

向上計画の認定及び当該他の建築物における建築物エネルギー消費性能

適合性判定を同様の評価の方法により行つた場合の手数料の額は、この

表の２の項⑴の規定により算出した額とする。

３ （略） １ （略）

４ （略） ２ （略）

５ （略） ３ （略）

６ （略） ４ （略）

７ 建築物エネルギー消費性能向上計画に建築物のエネルギー消費性能の

向上に関する法律第２９条第３項各号に掲げる事項が記載されている場

合の建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料の額は、申請建

築物（同項に規定する申請建築物をいう。）の部分に係る額及び他の建

築物の部分に係る額を合算した額とする。

８ 建築物エネルギー消費性能向上計画に建築物のエネルギー消費性能の

向上に関する法律第２９条第３項各号に掲げる事項が記載されている場

合の建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料の額は、当

該建築物エネルギー消費性能向上計画の変更を行う建築物の部分に係る

額を合算した額とする。ただし、当該変更において、他の建築物として

同項各号に掲げる事項を新たに記載する場合の当該他の建築物の部分に

係る額は、この表の３の項の規定により算出した額とする。

９ 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料又は建築物エネル

ギー消費性能向上計画変更認定申請手数料（以下この表において「向上

計画認定申請手数料等」という。）について、一の建築物の申請の場合

５ 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料又は建築物エネル

ギー消費性能向上計画変更認定申請手数料（以下この表において「認定

申請手数料等」という。）について、一の建築物の申請の場合の手数料
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の手数料の額は、住宅部分の額及び非住宅部分の額を合算した額とする。

ただし、住宅部分又は非住宅部分が存在しない場合は、当該部分の額は

合算しない。

の額は、住宅部分の額及び非住宅部分の額を合算した額とする。ただし、

住宅部分又は非住宅部分が存在しない場合は、当該部分の額は合算しな

い。

１０ 向上計画認定申請手数料等について、同一の建築物において住戸ご

との申請と一の建築物の申請を同時にする場合の手数料の額は、一の建

築物の申請の場合により算出した額とする。

６ 認定申請手数料等について、同一の建築物において住戸ごとの申請と

一の建築物の申請を同時にする場合の手数料の額は、一の建築物の申請

の場合により算出した額とする。

１１ 向上計画認定申請手数料等について、住宅部分及び非住宅部分を有

する建築物の非住宅部分のみを申請する場合の手数料の額は、当該非住

宅部分の床面積の合計を一の建築物の申請の場合における非住宅部分の

床面積の合計とみなして算出した額とする。

７ 認定申請手数料等について、住宅部分及び非住宅部分を有する建築物

の非住宅部分のみを申請する場合の手数料の額は、当該非住宅部分の床

面積の合計を一の建築物の申請の場合における非住宅部分の床面積の合

計とみなして算出した額とする。

１２ 向上計画認定申請手数料等又は建築物エネルギー消費性能基準に適

合している旨の認定申請手数料（性能基準又はフロア入力法による場合

に限る。）について、共同住宅の一の建築物の申請の場合の手数料の額

は、住戸部分の額に共用部分の額を加算した額とする。ただし、共用部

分が存在しない場合又は共用部分を除く場合は、当該共用部分の額は加

算しない。

１３ 建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定申請手数料

（仕様基準による場合に限る。）について、共同住宅の一の建築物の申

請の場合の手数料の額は、共用部分の額を加算しないものとする。

１４ （略） ８ （略）

附 則

この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該

各号に定める日から施行する。

⑴ 別表第２の１３１の項の改正規定 令和２年７月１日

⑵ 別表第１の１の項及び７の項の改正規定並びに別表第２の２の項の改正

規定 令和３年１月１８日


